
 

平成３０年８月３１日 

                  一般社団法人 全国消防機器協会 

 
 

 

平成 30年 7月西日本豪雨による被災者の皆様に 

義援金２５１万円を寄贈 
 

一般社団法人全国消防機器協会「社会貢献委員会」 

 

 平成 30 年 7 月西日本豪雨の被災地の皆様に心からお見舞い申し上げま

すとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 社会貢献委員会では、機器協会及び傘下１５正会員団体の協力を得て、

今回の西日本豪雨の被災地において被災されました皆様に対する義捐金

として、２５１万円を日本赤十字社「平成 30 年 7 月豪雨災害義援金」の

専用の口座に寄附しました。 

 
 
 
添付資料 
 参考１ 一般社団法人全国消防機器協会「社会貢献委員会」設置要綱 
 参考２ 一般社団法人全国消防機器協会 会員一覧 
 
 
 
 
 
 



 
 
参考１  

一般社団法人全国消防機器協会「社会貢献委員会」設置要綱 
[平成１６年７月２７日制定] 
[平成２４年４月 １日改正] 

（趣 旨） 
第１条 住宅火災による死者数の急増、地域の安全・安心に対する意識の高まりなど

消防防災分野を取り巻く社会情勢を踏まえ、一般社団法人 全国消防機器協会（以

下「協会」という。）及び傘下団体各会員の活動を通じて、業界として、火災・災

害による被害の軽減や地域における安全・安心の向上など消防防災分野における

社会貢献を積極的に行うことを目的として、協会に「社会貢献委員会」（以下「委

員会」という。）を設置する。 
（委員会） 
第２条 委員会は、協会会長、同副会長及び協会傘下団体の代表者並びに学識経験

者で構成する。 
２ 委員は、協会会長が委嘱する。 
３ 委員会に委員長を置く。また、委員会には、委員長の指名する副委員長を置く。 
４ 委員長は、協会会長をもって充てる。 
５ 委員長は、委員会を主宰する。また、委員長に事故ある時は、副委員長がその

職務を代理する。 
（委員会の業務） 
第３条 委員会は、社会貢献活動の促進に必要な事項を審議する。 
（委員会の運営等） 
第４条 委員会の運営等は、次による。 
（１） 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 
（２） 委員会の運営に要する経費は、あらかじめ協会予算において定める。 
（３） 事業に要する経費は、その都度、委員会の意見を踏まえ協会予算において

定める。 
（庶 務） 
第５条 委員会の庶務は、協会において処理する。 
（雑 則） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が

定める。 
 
附 則 
この要綱は、平成１６年 ７月２７日から実施する。 
附 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
 



 
 

 
一般社団法人全国消防機器協会「社会貢献委員会」委員名簿 

（平成３０年３月２２日現在） 

（敬称略、順不動） 

 
委員長 橋 爪  毅  （一般社団法人 全国消防機器協会 会長） 

（一般社団法人 日本消火装置工業会 会長） 

   

委 員 池 上  三喜子  （公益財団法人 市民防災研究所 理事） 

 

〃  金 森 賢 治 （一般社団法人 全国消防機器協会 副会長） 

（一般社団法人 日本火災報知機工業会 会長） 

 

〃   遠 山 榮 一  （一般社団法人 全国消防機器協会 副会長） 

（一般社団法人 日本消火器工業会 会長） 

 

〃    板 倉 秀 樹  （一般社団法人 日本火災報知機工業会 副会長） 

 

〃  中 島 正 博 （一般社団法人 日本消防ポンプ協会 会長） 

 

〃  村 上 善 一  （一般社団法人 日本消防放水器具工業会 会長） 

 

〃  菊 池  信   （一般社団法人 全国避難設備工業会 会長） 

 

〃  中 村 浩 士 （一般社団法人日本消防ホース工業会 会長） 

 

〃  氏 家 英 喜 （一般社団法人 全国消防機器販売業協会 理事長）  

 

〃  渡 邉 洋 己 （公益財団法人 日本防炎協会 常務理事） 

 

〃  星 野 照 生 （一般社団法人 日本消防標識工業会 会長） 

 

〃  赤 尾  隆  （一般社団法人 日本消防服装・装備協会 会長）  

 
 
 
 
 



参考２       一般社団法人全国消防機器協会 会員一覧 

    H29.6.1 

一般社団法人 日本火災報知機工業会 

  〒110-0016  東京都台東区台東4-17-1 

http://www.kaho.or.jp 

TEL 03-3831-4318 FAX 03-3831-4365 

一般社団法人 日本消火器工業会 

  〒111-0051   東京都台東区蔵前3-15-7 

http://www.jfema.or.jp 

TEL 03-3866-6258  FAX 03-3864-5265 

一般社団法人 日本消火装置工業会 

  〒105-0003  東京都港区西新橋2-18-2 

http://www.shosoko.or.jp 

TEL 03-5404-2181  FAX 03-5404-7371 

一般社団法人 日本消防ポンプ協会 

  〒105-0012  東京都港区芝大門2-1-15 

http://www.pumpkyoukai.or.jp 

TEL 03-5777-5333  FAX 03-5777-5334 

一般社団法人 日本消防放水器具工業会 

  〒105-0004  東京都港区新橋2-2-10 

http://www.jfe.or.jp 

TEL 03-3591-0657  FAX 03-3595-1862 

一般社団法人 全国避難設備工業会 

  〒105-0001  東京都港区虎ﾉ門2-9-14 

http://www.zenkoku-hinan.or.jp 

TEL 03-3591-0655  FAX 03-3591-0658 

一般社団法人 日本消防ホース工業会 

  〒103-0027  東京都中央区日本橋2-1-10 

http://www.jfh.jp 

TEL 03-3245-1777  FAX 03-3245-1777 

一般社団法人 全国消防機器販売業協会 

  〒104-0033  東京都中央区新川 1-16-7-204 

http://www.zefa.or.jp 

TEL 03-5566-0821  FAX 03-5566-0823 

公益財団法人 日本防炎協会 

  〒103-0022  東京都中央区日本橋室町4-1-5 

http://www.jfra.or.jp 

TEL 03-3246-1661  FAX 03-3271-1692 

一般社団法人 日本消防標識工業会 

〒350-1302  埼玉県狭山市東三ﾂ木335-3-1-505 

http://www.nissyohyo.com 

TEL 04-2968-7237   FAX 04-2968-7238 

一般社団法人 日本消防服装･装備協会 

〒105-0001  東京都港区虎ﾉ門2-9-16 

 

TEL 03-3595-1868 FAX  03-3595-0189 

一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 

〒105-0014  東京都港区芝 1-5-11 

http://www.nega.or.jp 

TEL 03-5439-4391 FAX  03-5439-4393 

一般社団法人 日本照明工業会 

〒110-0016  東京都台東区台東 4-11-4 

http://www.jlma.or.jp 

TEL 03-6803-0501 FAX 03-6803-0064 

ガス警報器工業会 

〒105-0001  東京都港区虎ノ門 1-16-4 

http://www.gkk.gr.jp 

TEL 03-5157-4777 FAX 03-3597-2717 

一般社団法人 インターホン工業会 

〒141-0032  東京都品川区大崎3-1-5 ﾙﾐﾈ五反田第二205 

http://www.jiia.gr.jp 

TEL 03-3492-0719 FAX  03-3492-1680 

一般社団法人 全国消防機器協会 

〒105-0001  東京都港区虎ノ門2-9-16 

http://www.nfes.or.jp 

TEL 03-3595-1868 FAX  03-3595-0189 

 


